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独立行政法人国立女性教育会館における法人文書の開示方法及び開示手数料に関する規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、独立行政法人国立女性教育会館における情報公開の実施に関する規程（以下

「情報公開実施規程」という。）第４条第１項第２号並びに第７条第１項及び第３項の規定に基

づき、法人文書の開示の方法並びに徴収する開示請求に関する手数料（以下「開示請求手数料」

という。）及び開示実施に係る手数料（以下「開示実施手数料」という。）について定めるもの

とする。 

（法人文書の開示の方法） 

第２条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧す

ることとする。  

一 文書又は図画（第２号に該当するものを除く。） 当該文書又は図画（情報公開実施規程第

７条第１項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第１号に定めるもの） 

二 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙（縦８９ミリメートル、横１２７ミリメートルの

もの又は縦２０３ミリメートル、横２５４ミリメートルのものに限る。以下同じ。）に印画し

たもの  

２ 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付

することとする。  

一 文書又は図画（第２号に該当するものを除く。） 当該文書又は図画を複写機により日本産

業規格Ａ列３番（以下「Ａ３判」という。）以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、こ

れにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機により日本産業規格Ａ列１番

（以下「Ａ１判」という。）若しくは日本産業規格Ａ列２番（以下「Ａ２判」という。）の用

紙に複写したもの又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの  

  二 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの 

３ 次の各号に掲げる電磁的記録についての情報公開実施規程第７条第１項の別に定める方法は、

それぞれ当該各号に定める方法とする。 

一 録音テープ 次に掲げる方法 

イ 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取 

ロ 当該録音テープを録音カセットテープ（日本産業規格Ｃ５５６８に適合する記録時間１２

０分ものに限る。別表の３の項のロにおいて同じ。）に複写したものの交付 

二 ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法 

イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴 

ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ（日本産業規格Ｃ５５８１

に適合する記録時間１２０分ものに限る。別表の４の項のロにおいて同じ。）に複写したも

のの交付 

三 電磁的記録（前２号に該当するものを除く。） 次に掲げる方法 

イ 当該電磁的記録をＡ３版以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧 

ロ 当該電磁的記録を専用機器（開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付け
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られているものに限る。別表の５の項のロにおいて同じ。）により再生したものの閲覧又は

視聴 

ハ 当該電磁的記録をＡ３版以下の大きさの用紙に出力したものの交付 

  ニ 当該電磁的記録を光ディスク（日本産業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８１に適合する直径１

２０ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表の５の

項のホにおいて同じ。以下「ＣＤ－Ｒ」という。）に複写したものの交付 

（手数料の額） 

第３条 情報公開実施規程第４条第１項及び第７条第３項の別に規定する開示請求手数料及び開示

実施手数料の額は、それぞれ次の各号に定める額とする。 

一 開示請求手数料 開示請求に係る法人文書１件につき３００円 

二 開示実施手数料 開示を受ける法人文書１件につき、別表の左欄に掲げる法人文書の種別ご

とに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額（複数の

実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項において

「基本額」という。）。ただし、基本額（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

（平成１３年法律第１４０号。以下「法」という。）第１５条第５項の規定により更に開示を

受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額

を加えた額）が 300 円（行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２

号。以下「行政機関情報公開法」という。）第１２条の２第１項の規定により行政機関の長か

ら事案が移送された場合（次のハに掲げる場合を除く。）を含み、次のイからハのいずれかに

該当する場合は、それぞれ当該イからハに定める額。以下この号において同じ。）に達するま

では無料とし、300 円を超えるとき（同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開

示の実施を求めた際の基本額が 300 円を超えるときを除く。）は当該基本額から 300 円を減じ

た額とする。  

イ 法第１２条第１項の規定に基づき、他の独立行政法人等から事案が移送された場合（ロに

掲げる場合を除く。） 当該独立行政法人等が法第１７条第１項の規定に基づき定める開示

請求に係る手数料の額に相当する額（以下この号において「開示請求手数料相当額」とい

う。） 

ロ 法第１２条第１項の規定に基づき他の独立行政法人等から法人文書の一部について移送さ

れた場合 開示請求手数料相当額のうち会館が分担するものとして、当該独立行政法人等と

協議して定める額 

ハ 行政機関情報公開法第１２条の２の規定に基づき行政機関の長から行政文書の一部につい

て移送を受けた場合 300 円のうち行政機関情報公開法第１４条の規定に基づき開示を実施

する行政機関の長が分担するものとして、当該行政機関の長と協議して定める額 

２ 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によ

って行うときは、前項第１号の規定の適用については、当該複数の法人文書を一件の法人文書と

みなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項第２号ただ

し書の規定の適用については、当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実

施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみな

す。 
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一 一の法人文書ファイル（能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達

成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書（保存期間が１年以上のもの

であって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。）の集合物をいう。）に

まとめられた複数の法人文書  

二 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書 

附 則 

この規程は、平成１４年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２８年１２月１４日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２９年３月２日から施行する。 

附 則  

この規程は、令和元年７月２３日から施行する。 

附 則  

この規程は、令和６年４月１日から施行する。
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別表（第３条第１項第２号関係） 

  法人文書の種別 開示の実施の方法     開示実施手数料の額 

一 文書又は図画 

（２の項に該当す

るものを除く。） 

イ 閲覧 100枚までごとにつき 100円 

ロ  撮影した写真フィルムを印

画紙に印画したものの閲覧 

１枚につき 100 円に 12枚までごとに 

760円を加えた額 

ハ 複写機で用紙にモノクロで

コピーしたものの交付 

用紙１枚につき 10 円（Ａ２判について

は 40 円、Ａ１判については 80 円） 

ニ  撮影した写真フィルムを印

画紙に印画したものの交付 

１枚につき 120 円（縦 203 ㎜、横 254

㎜のものについては、520 円) に 12 枚

までごとに 760 円を加えた額 

二 写真フィルム イ 印画紙に印画したものの閲

覧 

１枚につき 10円 

ロ 印画紙に印画したものの交

付 

１枚につき 30 円（縦 203 ㎜、横 254 ㎜

のものについては、430 円) 

三 録音テープ イ 専用機器により再生したも

のの聴取 

１巻につき 290 円 

ロ 録音カセットテープに複写

したものの交付 

１巻につき 430 円 

四 ビデオテープ又

 はビデオディスク  

イ 専用機器により再生したも

のの視聴 

１巻につき 290 円 

ロ ビデオカセットテープに複

写したものの交付 

１巻につき 580 円 

五 電磁的記録（３

の項又は４の項に

該当するものを除

く。） 

イ 用紙に出力したものの閲覧 用紙 100枚までごとにつき 200 円 

ロ 専用機器により再生したも

のの閲覧又は視聴 

１ファイルごとにつき 410円 

ハ 用紙にモノクロで出力した

ものの交付 

用紙１枚につき 10円 

ニ ＣＤ－Ｒに複写したものの

交付  

１枚につき 100 円に１ファイルごとに 

210円を加えた額 

備考 １の項ハ又は５の項ハの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を１枚と 

  して額を算定する。 


